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  平成２８年１１月１５日午前１１時１９分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治  副委員長 野 口  博  委  員 安 藤  薫 

  委  員 村 上 英 明  委  員 塚 本  崇  委  員 三 好 俊 範 

委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

市長 森 山 一 正   

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆   

総務部長 山 口  猛  建設部長 武 井 義 孝   

建設部副理事兼建築課長 江 草 敏 浩  同部副理事兼道路交通課長 寺 田 満 夫 

資産活用課長 浅 田 明 典  財政課主幹 林  浩 毅 
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１．案件 

  令和５年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 
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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。本日は

お忙しい中、委員の皆さんには総務建設常

任委員会をお持ちいただきまして大変あ

りがとうございます。 

 本日の案件でございます。一昨日の本会

議で、当委員会に付託されました案件につ

いて、ご審査を賜ります。どうぞ慎重審査

の上、ご可決いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５９号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 おはようございます。それ

ではまず、１点聞かせていただきたい。 

 歳出１５ページ、都市計画総務費５５０

万円、多世代同居・近居支援補助金です。

こちらは従前からの事業と思います。今回、

何件分を補正として組まれているのか、可

能であれば、地域についてもお伺いしたい。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 お答えいたします。 

 今回の補正予算額５５０万円につきま

しては、これまで、昨年度の決算に係る委

員会及び今年の予算に係る委員会でご指

摘いただいておったところです。そのとき

説明させていただきましたように、予算の

不足額を検証するのが困難だった状況で、

令和３年度及び令和４年度の不足額につ

いてかなりの乖離がございました。 

 令和５年度の事業を実施するに当たり

まして、この補助につきましては、事由が

発生して１年以内に申請できる組立てに

なっております。令和５年度につきまして、

昨年度に補助の事由が、発生した分を検証

することができまして、結果が３年間とな

りました。今回補正させていただいており

ますのは、転居などにつきましても約１１

件分で、この金額につきましてはその３年

間の平均を取って、今回要求させていただ

いております。 

 地域については特定しておらず、市域全

体、どこでも補助の要件に該当しましたら

補助を行っていくことで進めておる事業

でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 １１件分ということです。この事業も少

しずつ浸透して、市の統計要覧等々にも出

ておりました。全体を見ると、若干人口の

推移として穏やかに減っていく傾向にあ

る。やっぱり我が市も逃れられないので、

こういった事業をしっかりアピールして

いただいて、多世代の同居・近居支援、そ

して人を呼び込む施策を打っていただく

ように要望して終わります。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １点、訂正をお願い

します。 

 先ほど、１１件でお話しさせていただき

ましたけど、５５０万円割る４０万円で、

約１４件ですので、訂正させてください。
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よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 次、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 それでは質問させてい

ただきます。 

 塚本委員と同じ部分の多世代同居・近居

支援補助金に関してです。前回、前々回と、

予算のときにもお話しさせていただきま

した。待ちがいらっしゃる。１年間の猶予

があるとはいえ、予算の執行枠が足りてな

いので、お支払いすることができなかった

過去の事例がありました。そのときに補正

を組んででもしっかりやっていただきた

いと意見を言わせていただきました。 

 今回、こういった形で補正を出していた

だいているのは、本当にありがたいと思い

ます。 

 ただ、１点確認です。現在、待ちの方は

いらっしゃるのかどうか、今１４件分が補

填できるというお話でした。それは、計算

されているとは思うのですが、今年度の分

はきっちりそれで網羅できる予想を立て

ていらっしゃるのかどうか。またまた不足

額、もしかしたら出るかもしれないのか、

その辺の推移、見通しを教えていただきた

い。 

 ２点目、債務負担行為に関してです。総

務建設常任委員会の分に関しては、市営住

宅とフォルテ摂津の駐輪場、駐車場の部分

が補正として上がってきております。 

 何点かお伺いしたいです。今回５年間の

債務負担行為ですが、この５年という期間

に当たった経緯を一度お伺いしたい。 

 フォルテ摂津です。例年、非公募とされ

ております。お伺いしたいのが、平成２３

年、摂津市指定管理者制度と外郭団体のあ

り方検討委員会、摂津市で設置されたと思

います。そのときの答申というか、どうい

う意見を頂いたのか、理事者からお伺いし

たい。その答申を受けて今日に至るまでど

のような検討を重ねてこられたのか、改め

てお伺いしておきます。 

 １回目、以上です。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 お答えいたします。 

 現在、補助の待ちについては、まだ予算

があり発生しておりません。 

 今年度についてですけど、これまでの補

助が途中で枯渇したという２年間の状況

と同程度で推移しておりますので、今回の

補正でおおむね今年度は年度末まででき

る見込みをいたしております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、債務負担

行為に関わりますご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、期間の設定のお問いであったかと

思います。期間につきましては、指定管理

者制度導入に関する指針の中で、原則５年

との内容が示されておりますので、期間５

年でさせていただいておるところでござ

います。 

 ２点目の、フォルテ摂津の自転車自動車

駐車場に関しまして、現行の部分では非公

募でございます。次回の指定管理に関しま

しては、まだ予定でございますが非公募と

する内容について、平成２５年３月に、外

郭団体の見直しに関する指針が示されて

おります。その指針を示される中で、現行、

摂津都市開発株式会社につきましても、こ

の委員会で、実施をされた内容を踏まえま

して指針が作成されておるとお聞きをい

たしております。 

 この指針の中では、外郭団体による経営

改革ということで、この摂津市指定管理者

制度と外郭団体のあり方検討委員会が平
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成２４年７月１１日付で出されておりま

す。その中で、客観的に評価できるような

経営改善計画を策定して、その進行管理を

行う中で、大きく経営力の向上、事業の充

実、効率化、財政基盤の強化、それと執行

体制の適正化、情報公開の充実徹底という

ような取組を求めているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 網羅できると予想され

ており、本当に安心いたしました。これか

らまたよろしくお願いいたします。 

 債務負担行為に関してです。１点答弁漏

れなのでもう一回教えていただきたい。答

申を受けて、１０年以上たっている中で、

日々年数を重ねていく上で、答申をぱっと

見させていただいて、あまり肯定的な意見

ではなかったと思います。それを受け、

年々改良されていると思うのですが、今日

に至るまで、どのような対応、方針という

か、取られているのか、改めて市としての

考え方を教えていただきたい。 

 ２点目です。先ほど公募にするか非公募

にするか決まっていないとおっしゃられ

ています。これは申し訳ないですけど推定

の話で、そのままいけば非公募になるだろ

うという予想の下、お話しさせていただき

ます。指定管理者評価結果によると、非公

募のところと公募のところで、大きく評価

が分かれていると思いました。公募のとこ

ろはほぼほぼＡ評価、２件除いてＡ評価、

非公募のところは全てがＢ評価、ほぼほぼ

全てＢ評価だったと思います。Ｂでも普通

という悪い評価ではないですが、民間に任

せている部分と差異が生じていると思い

ます。 

 摂津市指定管理者制度と外郭団体のあ

り方検討委員会でも、サービスの品質を向

上していくやり方で変えていく、たしか摂

津市の意思というか表明されていたと思

います。その結果、民間には評価として現

状で負けているのではないかと思います。 

 外郭団体では、摂津市の人も退職後に行

かれている現状もあります。その辺りを踏

まえて、今後どうしていくのか一回お伺い

します。 

 話は戻りますけども、基準が５年だとお

話されておりました。香川議員が、議会の

中ではないですが、年末年始の市長との懇

談会の際に、５年は長過ぎるんじゃないか

と意見を述べさせていただいたと思いま

す。 

 次、市長ももう一回されるかどうか分か

りません。市長がもし替わればそういった

ところ、見直しが５年間できなくなるのは、

方針として正しいのかどうか、なかなか疑

問に思うところでございます。 

 その際に、長過ぎるのではないかと指摘

をさせていただいたときに、検討させてい

ただく、研究をしていくというような答弁

があったかもしれないです。その振り返り

というか、５年にした経緯をもう一度、意

見としては述べさせていただいています。

それでも規則というか、基準にものっとっ

て５年にされた理由をもう一度改めて教

えていただきたい。 

 ２回目、以上です。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 まず、先ほど答弁漏

れでご指摘いただいた内容については申

し訳ございません。 

 フォルテ摂津自転車自動車駐車場は現

行非公募でございます。 

 非公募とした理由については、フォルテ

摂津のビルと地下の自転車自動車駐車場



- 5 - 

 

が一体であるというところで、施設全体の

管理上、それから維持管理上の部分が同一

であることから、現行の指定管理、以前頂

いた平成２５年の時点でも、そういう形で

非公募にさせていただいた経過がござい

ます。 

 令和３年度、評価結果Ｂということでご

ざいます。民間事業者であれば、その辺り

がそこと比べると品質、サービス、そうい

うようなところでの差が生じるのかとい

うところでございます。地上の駐車場にお

きましては、市内の部分では公募とさせて

いただいておりますが、先ほども申しまし

たようにビルとロータリーの地下という

ことで、非常に維持管理上の経費がかかる

ため、現行は摂津都市開発にさせていただ

いていたところでございます。 

 市民サービスの向上につきましては、現

行の初年度、つまり令和元年度におきまし

て、自転車駐車場のスペースの拡大、それ

に合わせて自動車の駐車場の配置変更、そ

れと車路の変更、そういった施設の改修も

現行の指定管理期間の中では行わせてい

ただき、市民サービスの向上等に努めてい

るところでございます。 

 また、令和４年度におきましては、自転

車駐車場のゲート等の自動化も併せて整

備をさせていただいておりますので、民間

駐車場に比べて著しく劣っているとかい

うことではなしに、きちっと千里丘の駅前

の市民ニーズに対応したサービスは展開

されているものと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 政策推進課に関わる

ものもあるので、５年になった根拠、経過

を含めて、副市長から答弁できますか。政

策推進課が今日入ってないから。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 指定管理者の期間の件で

ございます。一つ考えられるのは、通常は

３年、もしくは５年、それから長期であれ

ば１０年、こういう３パターンがあろうか

と思っております。 

 ただ、全国的な指定管理者制度を見たと

きに、３年はまずございません。それから

１０年は非常に長いということで、５年に

設定しているところが大半でございます。

そういう意味からも、本市では指定管理者

の期間を５年間とさせていただいており

ます。 

 それから指定管理者制度に至るまでの、

いわゆる公の施設の経緯を少しご答弁さ

せていただきます。 

 昭和３８年に地方自治法の改正があり、

第９章の財務から切り離して、第１０章に

公の施設ということで独立することとな

りました。その際に、一定、公の施設につ

いての管理責任という部分が明らかにな

ってまいりました。それから、平成３年の

地方自治法の改正によって、管理受託者の

範囲が拡大されました。 

 このときの改正点といいますと、公の施

設は、管理受託者としての地方公共団体が

出資する法人による運営が可能になるこ

とになりました。それから平成１５年の地

方自治法改正によって、指定管理者制度が

設けられました。 

 このときには、国が非常に各市町村をプ

ッシュしまして、平成１８年まで期限を区

切り、地方自治体については、指定管理者

制度の導入を求めてまいりました。それで

一挙に全国で指定管理者制度が導入され

たと、こういう経過をたどっております。 

 これをずっと類推をいたしますと、いわ

ゆる公の施設の運営はもはや地方公共団

体が運営する時代ではないと。民間に委ね
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る部分についてはしっかり民間に委ねる

流れになっているのではないかと理解し

ております。 

 先ほど言いましたように、地方公共団体

と、それから地方公共団体が出資する法人、

これはいろいろ今回もありますように、公

募、非公募の問題の中に大きく関わってま

いります。それぞれの団体、施設管理公社

とかあるいは都市開発株式会社とか、それ

から保健センター等々、市が立ち上げた組

織団体がございます。そういう意味では、

市が立ち上げた団体は安易に競争にさら

すことは、我々はなかなか難しいと思って

います。やはりそこの求められる部分は、

いわゆる公共施設としての市民サービス

の向上のために、それぞれの団体がしっか

り役割を果たしていただく。民間の分につ

いてはやはり、もうける施設であれば、当

然民間が入ってまいります。そうでない施

設についてはやはり、我々が立ち上げた組

織、これをしっかり要は育成をしていく、

あるいは指導していく、こういうことがや

はり求められているのではないかと思っ

ています。 

 それで、指定管理者はいわゆる施設運営

を本格的に委ねる形態と、理解をされてい

る方が多いのですが、いわゆる業務委託の

場合は仕様書発注で十分事足ります。とこ

ろが指定管理者制度の基本は、やはり性能

発注であろうと思っています。 

 そういう部分では、先ほど言いました市

民サービスの向上のために、いかに団体を

育成していくか、これが我々の求められて

いるところではないかと思っております。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 副市長から、サービス向上、人を育成し

ていくということです。また、答弁漏れと

いうか具体的に教えてほしいのが、１０年

以上たっているわけです。その成果はどの

ように評価されているのか１点お伺いし

たい。専門性のある部分に関しては、もち

ろん市でやっていかないといけないと理

解いたしますし、絶対潰してはいけない公

共的な施設も、民間に任せて倒産でもされ

てしまったら運用不可能になるという意

味合いでも一定理解はできる部分はあり

ます。 

 ただ評価として、１０年たって民間の大

部分がＡ評価、そして非公募の大部分がＢ

評価という、如実に評価として表れている

部分に関して、もう少しサービス向上とい

う部分で努力できる部分があるのではな

いかと思います。 

 さらに今回、公募か非公募か決まってい

ないというお話でした。恐らく私は非公募

になる前提でさっきから話をさせていた

だいています。今後、公募等を考えていく、

検討していくつもりはあるのかどうか、今

まで、もし検討されたのであれば、どうい

うデメリットがあり、非公募にされている

のか、今後そのデメリットの部分をどうや

ったらなくせるのか、教えていただきたい。 

 今、この５年間に関して、私は公募する

べきだとは思います。公募する上でなかな

かしんどい部分があるのであれば、次の５

年間をかけて解決していただきたいので、

聞かせていただきたい。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員、今日は

債務負担行為の補正についての議案です。

関連質問としては認めているけども、今日

は政策推進課も入っていません。この補正

として今議案に上がっているので、その辺

は整理していただくのと、３点目の公募、

非公募の理由を併せて聞きたいというの
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は、先ほど副市長のご答弁で、摂津市が作

ってきた組織であり、この部分を育成して

いきたいということで、答弁は成り立って

いると思います。 

 残りの２点、政策推進課に関わるものを

副市長から、この１０年間、指定管理者制

度を行って、成果をどのように判断してい

るのかという１点と、それから、非公募に

対してサービス向上への努力をどうして

いくのか、この２点答弁いただきます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 なかなか答弁しにくい質

問でございます。 

 それで、１０年間の成果ですが、それぞ

れ期間期間においてはそれぞれの過去何

年間かの実績を踏まえて、それぞれ成果を

出しております。それは点数が公募と非公

募の辛い甘い部分があろうかと思います

けれども、やはりそこのところは一定前回

よりも評価が高くなるように、これはやは

りそれぞれの団体が努力していただきた

いと思っています。 

 我々一番気にしていますのは、最近新聞

等で報道がありましたように、給食調理会

社が破産を余儀なくされて、業務を撤退す

ることがございました。我々が一番避けた

いのはそこのところです。もちろん金額的

な問題もさることながら、市民サービスも

当然やっぱりやっていただきたいと思い

ますけれども、業務を担っている団体がな

くなれば、あるいは業者がなくなれば、明

日から困るのは我々でございます。 

 そういう部分では、継続的に安定的に携

わっていただく、民間企業であるのか、あ

るいは我々が育て上げた団体であるのか、

この辺はしっかりと区別していきたいと

思っております。 

 だから、サービス向上がなかなか難しく

て、先ほど言いましたように、仕様書発注

であれば、こうこうこういうことをやって

くださいと。ところが性能発注の中には、

やはりサービス向上という抽象的な言葉

が入っています。そういう部分ではなかな

かこういうサービスが向上できましたと

いうことで、具体的な部分は言いにくいの

ですが、やはりそれに向かって我々は、直

営であろうとも、あるいは指定管理者で、

民間企業が入ろうとも、目的は変わりござ

いません。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 最後、要望で終わります。 

 今、副市長がおっしゃられたように、倒

産すればサービス維持できなくなる。先ほ

ど私も軽く触れさせていただきましたけ

れども、理解できるところです。 

 市民サービスの向上という意味でやっ

ていく、裏を返せば、市民の方が利用され

る際、民間が経営してようが、外郭団体が

経営してようが、サービスとしては別に特

に気にしていない部分があると思います。

民間のほうがこの評価だけを見ていくと、

やっぱりサービスとして質が高いと思わ

れ、市民サービスの向上という意味では少

し出遅れていると思います。 

 市民にとっては、民間だろうが、公共だ

ろうが、サービスの質を向上してほしいと

いう気持ちは一緒です。公共団体やからサ

ービスの安定性があり、サービスの質が民

間より悪くてもしゃあないとはならない

と思います。 

 なので、質の向上はしっかりと目に見え

る数字、評価でクリアしていただきたい。

民間は、目に見える数字でクリアしている

わけです。そこは、やっぱり目指すべきと

思います。安定ももちろん大事ですけども、
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様々な時代の流れに合わせたサービスと

いうのは出てきております。民間はそうい

うサービスを取り入れ、少しでも利益、そ

してサービスの向上を目指していると思

います。やはり公共施設はそこの部分が少

し遅く感じる、予算とか、なかなか流動的

に動かせないのもあると思うので、厳しい

ところもあるのは理解します。サービスの

向上を念頭に置いて、次の５年間しっかり

と目指していただきたい。 

 もしそれがかなわないのであれば、公募、

非公募という、摂津市指定管理者制度と外

郭団体のあり方検討委員会でも大分前に

指摘されている部分でもあります。もう一

度改めて検討していただきたい。これは要

望としておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。私

からも 1点だけさせていただきます。 

 １５ページの多世代同居・近居支援補助

金でございます。先ほど来からも質問が出

ておりますので、私からは意見・要望とさ

せていただきます。 

 この制度は、多世代が地域で交流し、安

心して暮らせるという目的があったかと

思います。先ほど来から出ていますように、

この制度を進めていくことによって定住

人口を増やしていく、あるいは今鳥飼地域

の話が出て、いろいろとグランドデザイン

等があると思います。特に安威川以南、人

口減少に歯止めをかけられる制度である

と認識しております。 

 先ほど来からのご説明もありましたけ

ど、毎年、申請件数も増えており、しっか

りと進めていただきたい。今までの予算、

２，７５０万円と認識しております。この

ように補正で組むことは、それはそれでい

いかとは思うのですが、今までの平均のお

話、また足らない金額の話もあったかと思

います。次年度は当初予算から反映するこ

とも念頭に置きながら進めていただきた

いので、どうかよろしくお願いいたします。

要望といたします。 

○三好義治委員長 次、安藤委員。 

○安藤薫委員 おはようございます。 

 債務負担行為についてお聞きします。 

 総務建設常任委員会所管の部分は、市営

住宅の管理、それからフォルテ摂津自転車

自動車駐車場の管理について５年間の債

務負担行為が組まれるご提案がされてい

ます。 

 ５年前、平成３０年の段階で５年間組ん

で、今回更新であります。前回の債務負担

行為額と今回の債務負担行為設定額、若干、

それぞれの二つの施設においては違いが

あります。市営住宅に係る債務負担行為額

は、前回は５年間で８，４８５万円という

設定でした。今回、１億２５０万円で、約

２割増の負担行為額を設定されています。 

 一方、フォルテ摂津自転車自動車駐車場

については１億２，０１２万円から１億１，

８９４万３，０００円で、微減となってい

ます。 

 今回の債務負担行為額の設定額の根拠、

それからこの５年間の指定管理者が運営

をされてきたわけです。予算の執行状況等

とその根拠についてご説明いただきたい。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、市営住宅

の債務負担に関わる質問にお答えいたし

ます。 

 市営住宅の債務負担の上限額がこの５

年間よりも次の５年間、増額となっており

ます。その理由としては、まず指定管理者

としての収入の見込みとして、駐車場収入
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があるのですが、それを利用料金制として

おりまして、現在の実績から見て収入が減

少すると見込んでおります。これは入居者

の方で、車をお持ちの方が減少していると

ころでございます。 

 次に、指定管理者としての支出でござい

ます。市で総合管理業務委託として契約し

ておりますエレベーター保守点検、それか

ら消防設備点検、給水設備保守点検にかか

る費用については、現在の期間に半分を市

で負担していたということですけれども、

次の期間、全てを指定管理者の負担とした

ところでございます。 

 また、物価の上昇とともに、人件費とし

て平均の賃上げ率でも大きな上昇がござ

いました。指定管理業務におきましても必

要な経費であります人件費、それから光熱

水費が増額となってこようかと思います。 

 次の指定管理期間、指定管理者としての

収入が減って支出が増加するところで、指

定管理料を増額しているところでござい

ます。 

 執行の状況でございます。毎年度事業報

告書を提出していただいております。その

中で、適正な執行を確認しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、フォルテ

摂津自転車自動車駐車場に関しますご質

問にお答えいたします。 

 まず、債務負担行為の設定に係る指定管

理料の根拠でございます。こちらにつきま

しては、先ほど資産活用課と同様に収入見

込みと支出見込み、その差額を充当する部

分で指定管理料でございます。内容といた

しましては人件費であったり施設管理費、

必要な施設点検費、この中にはフォルテ摂

津で抱えております、やはり地下構造で消

防設備点検、あと出入口に係ります精算機

等の機械保守費用がございます。 

 利用収入に関しましては、この現行の指

定管理期間におきまして、やはり著しく影

響を受けたのがコロナ禍による利用者数

の減少でございます。こちらが、いろいろ

関係者からお聞きしますと、やはり９割程

度までしか回復が見込めないというとこ

ろで、一定５年間の見込みを立てた中、利

用収入と指定管理料で、利用収入の差額を

指定管理料で補填するものでございます。 

 また、あと先ほどの三好俊範委員への答

弁でも申し上げましたとおり、現行の指定

管理期間におきましては、規格外の自転車

置き場のスペースの確保が求められてお

りましたことから、その駐輪場のスペース

確保、それとあと自動車の駐車場の出入口

に係ります料金場、有人で管理していたと

ころを自動化にする、併せて車路の変更も

させていただく取組もさせていただいて

おります。 

 あと、自転車駐車場の出入口の自動化、

こういったものもさせていただいており

ます。 

 次期の指定管理期間におけるこういっ

た設備の保守に関しましては、今予定いた

しておりますのが精算機のキャッシュレ

ス決済化、満車状態などでの満空表示のオ

ンライン化、こういったものを実施予定と

見込みながら、またこの部分については考

えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 市営住宅の利用料金制度を取っている

駐車場について、減少している部分があり、

一方、人件費とか、エレベーター、消防機

器等の管理費用を折半していたのを全部
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お任せする費用を見込んで、２割ほどのア

ップをこういう額としては認めていると

理解しました。 

 フォルテについては、利用者がコロナの

影響も受け、９割ぐらいまでしかなかなか

回復してこない点で言うと、利用料は減少

する。 

 一方、これまで規格外自転車の置き場を

設置したり、自動車の出入口の車路とか、

料金場を自動化するなど費用をかけてい

ろいろなことをやってきた。新たに精算機

のキャッシュレス化とか空き状態をオン

ラインで見れるようにすることもやって

もらおうということで言うと、利用料が減

り、収入は減るけれど支出が改めて増える

感じがします。既にもう前期でかなりの部

分をやっていて、支出が抑えられると見込

んでの理解でよろしいのか、一つ確認だけ

しておきます。 

 それから、これも確認の意味ですけども、

駐車場の指定管理で言いますと、フォルテ

だけではなく、摂津市が指定管理している

のは千里丘東、摂津市駅、もしくは南摂津

駅の自転車自動車駐輪場等がございます。

今回、そちらの指定管理も同じく５年経過

して、更新時期を迎えます。今回債務負担

行為として上がらない、上がっていないこ

とについて、確認という意味でお聞かせい

ただきたい。 

 それから、５年前もそうでしたが、市内

の公の施設の指定管理者を選定していく

という点で言えば、選定手段として、手続

は、公平性・公正性を担保されなければい

けない。指定管理者選定委員会が設置され、

有識者、副市長であったり担当部長が入っ

て、募集をかけた上で選定をしていくと思

います。 

 今後のスケジュール感と、駐車場と市営

住宅を新たに募集する上で、こんな指標、

先ほども少しこういうことをやりたいと

いうことで募集される。この間、公の施設

ですから、災害時の対応についてどうある

べきなのか。後は、この間個人情報保護法

が大きく改正されました。摂津市の個人情

報保護条例そのものは、国の法律に包含さ

れていく状況になってきています。個人情

報保護と情報公開という点でも、公の施設

を管理していただく指定管理者であり、厳

密に個人情報等、利用者の個人情報を含め、

同じ運用にしていかないといけないと思

います。特別に何か追加するなり指定管理

者に対して求めていくものは市として考

えているのか、お聞かせください。 

○三好義治委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 まず、フォルテに関

わります２点ほどの質問に、先にご答弁申

し上げたいと思います。 

 前回の債務負担行為設定額に比べて微

減であるとのお問いでございます。委員が

おっしゃっているとおり、そういう形で

我々としては収入と支出の部分での差額

が微減な状況になっておりますので、５年

間の見込みで債務負担の設定をお願いす

るものでございます。 

 あと、２点目でございます。フォルテ以

外の市内の自転車自動車駐車場につきま

して、現行でされておりますけども、指定

の時期といたしましては全体通じて同じ

時期になります。今回、債務負担行為の設

定には入っておりませんのは、利用料金に

よる事業を実施いたしておりまして、こち

らのほうにつきましては、指定管理料が発

生しておりません。ですので、今回の債務

負担の設定には入っていないということ

でございます。 

 あと、最後の防災面でのお問いでござい
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ました。こちらにつきましては、再開発ビ

ルと一体の構造で地下構造という特殊性

がございます。そういったことから、この

ビルの管理を任されている、現行、摂津都

市開発株式会社で、消防、それから水防等

の防災面も含めて、きちっとメンテナンス

を頂いていると。そういうように、地下の

構造に関しましても、ふだんから日常点検

等を務めていただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田副理事、公募、非

公募でも、個人情報保護法に基づく、そう

いった指標。これは部長でお願いします。 

 山口部長。 

○山口総務部長 それでは今後のスケジ

ュールと、個人情報の保護、それと情報公

開、この３点をお答えさせていただきます。 

 選定委員会ですけれども、私もメンバー

になっておりまして、そのメンバーといい

ますのが、特別職は入っておりません。市

長公室長、それから総務部長、これが職員

の中で常任の委員でありまして、あと施設

担当部長がその施設ごとに入ってまいり

ます。それから外部委員、会計とか企業会

計の専門で見ている方とか、この方が２名

入っておられて、合計５名で運営しており

ます。 

 先ほど副市長からありました性能の部

分についての仕様とかその性能の内容に

つきましては、今年度５月に６回ほど選定

委員会をして、その条件とか、その内容を

審査してその後に公募をしたと。 

 今、公募をして、今後のスケジュール、

まず１点目としまして１０月の初旬から

下旬、１１月の初め、できたら１０月いっ

ぱいで終わる予定ではあるんですけども、

合計６回選定委員会をして、指定管理者候

補者の応募があった中でプレゼンテーシ

ョンをやっていただいて、その選定委員会

で審査をして、一定その審査会での結論を

出す予定でございます。 

 それを踏まえてまた市で最終決定をし

て、１２月のところで議案を出させていた

だくと、こういう流れになろうかと思いま

す。 

 ２点目の個人情報の関係でございます

けれども、これはいろいろこれまでもご質

問、ご意見をいただいておったところです。

今回やはり安藤委員がおっしゃるとおり、

個人情報保護法の中で、地方自治体の個人

情報管理を全てやるということになりま

したので、今回特に、発注にあたってのそ

の要領であったりとか、いわゆる守れない

と駄目だという仕様の中で、個人情報保護

に関する書きぶりは相当詳しく書いてお

ります。 

 もちろん、個人情報保護法にのっとりと

いうことは当然のことながら、個人情報の

管理そのものにつきましては、特別に個人

情報保護法の中で、何条だったか忘れまし

たけども、市と同じだけの管理義務がある

ことで、市ではその管理上のいろいろ規定

をつくりまして、その運用を図ることにし

ておるんですけども、それと同等の形の管

理をすることになっております。これは公

の施設ですので、そのようになっておりま

すので、相当その辺りの詳しい形で、募集

の要項のところに指定をさせていただき

ました。ここは万全を期してお聞きしてい

きたいと思っております。 

 情報公開につきましては、これは国では

法律があるのですが、これは市町村の場合

はまだ条例の域を超えておりません。個人

情報につきましては、おっしゃるとおり個

人情報保護法に統一されましたけれども、
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情報公開といいますのは、我々はその情報

公開条例に基づいてやっておると。情報公

開できない情報については、今回個人情報

保護法に一元化されるに当たっての、少し

そごがあった部分について調整させてい

ただいて、情報公開条例の改正を過日上程

させていただいてご可決いただいたとこ

ろでございます。 

 これはあくまでもやはり行政を縛るも

のになって、行政に対することになってま

いりますので、指定管理者に対しては直接

的にこの情報公開条例の対象にはなりま

せん。その仕様の中では、我々と同じく、

これは公の施設ですので、行政と同じよう

に公開、透明性の向上を図っていただくと

ことでお願いをしておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 市営住宅の新たな契約で、追加されるも

のとか、特に市営住宅の場合、入居者の

方々の個人情報等もあります。そういった

点で特に注意すべきこと。 

 それから防災、災害対応は、新たなハザ

ードマップ等、今、地域防災計画も立てら

れつつあります。新しい基準の下で防災の

在り方は重要になってきます。市営住宅の

指定管理者を選ぶ際に、特に注意すべき条

件について、３回目にお聞きします。 

 都市開発株式会社について、まだ決まっ

ていないとおっしゃっていました。とりわ

け防災、災害対応でいけば、再開発ビルと

一体的な管理は非常に重要にはなってき

ますから、非公募という可能性が高いと思

います。公募の指定管理者を募集する際に

は、株式会社など民間企業等も、指定管理

を受けることは想定できると思います。私

も詳しく分からないんですけども、民間会

社の個人情報保護法、それから公の、地方

自治体や国の行政機関の個人情報、施行が

ちょっとずれていましたし、おのずと内容

が違っている部分があるかと思います。 

 指定管理者の個人情報保護は、公の施設

ですから、当然自治体としての個人情報保

護法が適用されるかと思います。その点の

考え方についてもう一回確認させていた

だきたい。 

 あと、一緒に聞いておきたいです。先ほ

どからも議論がありましたように、私ども

も平成１５年に地方自治法が改正された

後、平成１８年から摂津市の公の施設に指

定管理者制度が導入されました。当初、３

年の契約を結んで、指定管理の在り方その

ものを議論するということで、暫定的な１

次改訂版があり、平成２４年か平成２５年

に第２次版、今の在り方が出てきているわ

けです。いずれにしても、公の施設は、法

にも書いてありますし、この在り方の指針

の中にも引用されておりますけども、住民

の福祉を増進する目的をもってその利用

に供するための施設と。その公の施設につ

いて、多様化する住民ニーズ、より効率

的・効果的に対応するため、公の施設の管

理に民間の能力を活用しつつ、住民サービ

スの向上を図るとともに、経費の節減等を

図ることを目的にすると書かれているわ

けです。本来、住民の福祉を増進するため

の施設は私ども当初から直営で、住民の皆

さんと直接お話をして、利用者の声を聴い

て、住民の皆さんのサービス向上を図るの

が本来のあるべき姿だと思っています。 

 ただ、この間、指定管理者制度が継続さ

れてきて、モニタリング等も毎年毎年、評

価書も出されチェックをされている中で

今に至っているわけです。やはり公の施設
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を任すわけですから、より専門的な事業者、

それから住民の皆さんとの関わりという

点で、継続性は非常に重要になってくると

思います。企業の経営状況が悪くなってし

まって、摂津市の公の施設だけじゃなく、

ほかの事業もやっている企業体がたまた

ま摂津市の公の施設の指定を受けた。しか

し、ほかの事業で失敗して、指定管理料が

ほかのところに移ってしまって、結果、公

の施設の管理が不十分になってしまう。会

社が潰れてしまうことがあってはならな

いし、指定を受けた企業の中で人件費の抑

制を図るために、担当者がころころ変わっ

てしまう、もしくは非正規雇用の低賃金の

方々が担っていくことによって、利用者の

思いとか利用者との関係が断絶、その都度

ぶつぶつと切れてしまうことがあっては

ならない。継続性の問題、そして公平性、

それからその企業を選んだ選定方法、手続

に公平性や公正性がきちんと担保されて

いるのかどうかが、非常に重要になってく

ると思います。 

 そういう点で言えば、選定委員会の中身

の情報についてはどこまでできるか、様々

な判定基準であるとか、それぞれの応募し

てきた企業や団体のノウハウ等があり、今

まで、なかなか公にはされてきませんでし

た。できる限り選定の過程、それから結果

を誰が見ても公正・公平に選ばれたことが

分かるように、公開を原則にしてほしいと

思います。その点の見解をお聞かせいただ

きたい。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、市営住宅

に係るご質問にお答えいたします。 

 まず今回の仕様書で、新たに加えたもの

です。これは選定委員会の委員からご意見

を頂いたんですけれども、市営住宅に関し

ましては、家賃の収納業務、また滞納に関

する業務があるというところで、やはり職

員の精神的な負担が大きくなる可能性が

あることから、適切なメンタルヘルスケア

を指定管理者として実施することについ

て記載しているところでございます。 

 あともう一点、災害に関することでござ

います。こちら、特に仕様書では新たに付

け加えてはいないということです。当然、

管理者として災害時には対応していかな

いといけないところでございます。現在も

指定管理者のほうで、自治会と連携しまし

て消防訓練の支援、実施されているところ

ですので、我々としてはしっかり認識を持

っていただいていると思っておりますし、

今後も市と連携しながら、そういったとき

には対応が必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 山口部長。 

○山口総務部長 そしたら、３回目のご質

問にお答えします。２点、お答えいたしま

す。 

 まず、１点目の個人情報保護の関係でご

ざいまして、指定管理者はもともと民間事

業者でございますから、そもそも個人情報

保護法の適用の対象者でございました。 

 ところが、指定管理者ということで、そ

ちらの立場もお持ちになることになりま

す。法的に言いますと、この個人情報保護

法といいますのは、１章から８章までの８

章立ての法律になっております。１章から

４章までは一般的な内容や定義であった

りとかで、ほぼ民間事業者に関わることが

書いてございます。そちらの規制について

書いております。 

 第５章が行政機関等の義務で、これが一

定去年の４月から、国の機関、それから国

の独立行政法人、この辺りが法律の傘下に
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なったことで、これが第５章として追加さ

れました。ただ、その法律の中で地方公共

団体につきましては、今年の４月というこ

とで、この４月を迎えて第５章が我々にも

適用になったと。 

 ５章は、民間業者には基本的には適用に

なりません。ですけれども、先ほど言いま

したように指定管理者になったときに、そ

の５章の中で法第６６条に安全管理措置

がございます。我々はそれに基づいて、非

常に詳細な安全管理規程をつくっており

ます。それに基づいて、今個人情報保護に

ついて運用しているところでございます。

これはシステムでの電磁的な記録の部分

についてもここでしっかりと規定をして

おりまして、指定管理者につきましては法

第６６条の中で、民間ではあっても指定管

理者たる地位にある以上は、市と同じ、い

わゆる公共団体と同じだけの義務を負う

規定がございます。ですから先ほど申しま

したように、仕様といいますか要領の中で、

そこを前回に比べて相当詳しく書き込ん

でおります。 

 今後、指定管理者になられて５年間とい

うことですけど、毎年毎年評価する中では

個人情報、これは随時、その状況について

はこちらから報告を求めることもありま

しょうし、ここは我々としましてもやはり

個人情報の重みを考えて、しっかりと運用

を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目でございます。選定過程で透明性

を持つところは当然のことだと思います。

先ほどもおっしゃられた公平性と公正性、

ここが欠けると、非常に疑念を持たれると

ころがございます。これは指定管理者での

限度額、今回設定の債務負担行為を設定さ

せていただくわけですけれども、財源は市

税、皆様の税金でございますので、一般財

源がほとんどでございます。そういう意味

からしますとここは大事なところで、選定

委員会でしっかりとその辺りは審議させ

ていただく中でも、やはり事業者のノウハ

ウ等々に関わるところについてはなかな

か情報公開を申し出ていただいても公開

できないということになります。その辺り

の調整を図りながら、できるだけの結果の

公表をさせていただければと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後にします。 

 選定過程の透明性は、公平性を担保する

のに非常に重要なことになります。できる

限り、決まってからではなく、選定過程も

見えるようにしていただきたい。これは私

の要望としておきます。 

 それから、もう一点要望しておきます。

これは当然のこととは言えますけども、企

業の中で働く人たちの労働環境がしっか

りと守られているのかどうなのか。働く人

たちの労働環境が悪いことは、おのずとサ

ービスにも跳ね返ってきます。後は同時に

その企業の人権意識です。今テレビの報道

でも芸能会社の子どもに対する性加害問

題、人権意識そのものを、まず長年にわた

って阻害してきた、侵害してきた状況があ

り、人権をどう扱っていいのか。 

 それから、ハラスメントについて、どう

きちんと向き合えるか、そういったことも

非常に重要になってくると思います。その

点については、選定の大事な要素として加

味していただく中で、公平・公正な選定を

務めていただきたい。 

 後は指定管理者の指定の件が１２月で

すので、その際に個々に聞いていきます。 

 以上です。 
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○三好義治委員長 次、野口副委員長。 

○野口博委員 そしたら２点お尋ねしま

す。 

 一つは財政問題です。今回補正予算とし

て、７月に国の地方交付税確定に伴い、今

日時点の財政調整基金で、補正が組まれて

おります。 

 その関係で、国の当初予算で地方交付税

が１８兆円を超える金額があり、臨時財政

対策債としては大分減りました。９，００

０億円台の予算措置がされ、今回、地方交

付税、普通交付税で２割ほど削減になりま

した。こういう国との関係で、地方自治体

の大きな財源であり、３割自治と言われる

地方交付税の問題についてどう見るか、ま

ずお尋ねします。 

 もう一つは、多世代同居・近居支援補助

金の関係です。いろいろ議論されましたの

で、あまりないのですが、資料を見てみま

すと、令和４年度に住宅取得補助金が２６

件、住宅リフォームが３件、転居補助金が

１２件、合計４１件ありました。 

 今回は当初予算で１，１７５万円組んで、

プラス今回５５０万円となり、令和５年度

の１年間はこの予算でいけるだろうとい

うお話であります。この数年間取り組んで

きて、この制度に対する周知も含め、行政

側としてどう評価しているのか。来年度に

向けてどういうことをお考えなのか、２点

目としてお尋ねしておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 林主幹。 

○林財政課主幹 それでは、今年度の７月

に決定しました普通交付税についてご説

明をさせていただきます。 

 普通交付税につきましては、基準財政収

入額が１５２億２，１７２万８，０００円

と、昨年度に比べて４．９％の増。基準財

政需要額が１６１億４４４万３，０００円

と、昨年度に比べて３．１％の増となって

おります。基準財政収入額、基準財政需要

額ともに増額となっておりますが、基準財

政収入額の増加額のほうが大きいため、普

通交付税の金額で申し上げますと、昨年度

に比べ、３億６，７０４万３，０００円減

の８億７，５４５万４，０００円となって

おります。 

 当初予算では１１億円を計上しており

ますことから、今回の補正では、差額の２

億２，４５４万６，０００円の減額を予算

計上するものでございます。 

 内訳で申しますと、基準財政収入額は、

法人市民税や地方消費税交付金などが増

となっておりますことから、基準財政収入

全体では４．９％の増となっております。 

 基準財政需要額につきましては、社会福

祉費や高齢者保健福祉費などが増となっ

ておりますことから、基準財政需要額全体

で３．１％の増となっています。 

 臨時財政対策債につきましても、交付税

の算定と同時期に算定されるものでござ

います。今年度は、令和４年度、令和５年

に引き続きまして、国の交付税財源が一定

確保されておりますので、臨時財政対策債

の発行額についても減額させていただい

ております。当初、３億円の臨時財政対策

債を計上しておりましたが、今回の決定額

が１億６０６万円になりましたので、当初

３億円から今回の補正額マイナス１億９，

３９４万円と、補正の減額をさせていただ

いております。 

 以上になります。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 お答えいたします。 

 多世代事業につきましては、この周知方

法につきましては一定ホームページと、あ
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と市民課と連携いたしまして、住民として

移動されたときに、案内の広報を行ってお

るところでございます。 

 事業の評価といたしましては、この多世

代事業につきましては、単独の事業という

考えではなくて、市の人口を維持していく

制度の一部として一定機能、役割を果たし

ているという考えを持っております。 

 来年に向けてでございます。今回この補

正をご可決いただけましたら、前年度に補

助事業が発生しておりましたところにつ

いては、一定整理できることになりますの

で、来年度引き続き要求していく予定でご

ざいます。来年度の予算については、少し

プラスアルファを予算要求していこうと

思っておりますけど、そういう形で１年間

同様の事業を実施していけるよう確保で

きるものと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 最初の問題、数字的には、

ご答弁いただいた内容だと思います。 

 お聞きしたいのは国との関係で、どう見

たらいいかであります。少し申し上げると、

当初時点で地方財政計画上、地方交付税の

総額が１８兆３，０００億円を超え、前年

対比３０億円増やされました。臨時財政対

策債は約１兆円弱で予算を組まれ、前年対

比７，８００億円、約８，０００億円の減

で、地方財政計画が決定されました。摂津

市の場合は普通交付税が１１億円、臨時財

政対策債が３億円で当初の予算を組んだ

ということであります。 

 当初予算時に一定議論しました。地方財

政計画の考え方の中で、地方自治体の財政

状況の一つとして、基金がどんどんため込

まれていることについて、記憶では１月の

何日かに国から通達があり、適正に使いな

さいという経緯があったと思うんです。 

 そんな中、国全体の１８兆円だとか、約

１兆円の臨時財政対策債だとか、この辺も

含め、基金の問題も絡め、基準財政需要額

とか収入額との関係も当然あります。そう

いう意図的なものも含まれて、結果として

現時点での財源状況になったと思ってい

ます。もう少し分かりやすい説明をいただ

きたい。 

 二つ目は、より周知に努めていただきた

いことはもう当然です。この補正を組まな

いことは、当初時点でいろいろケース・バ

イ・ケースで予測が難しい点も当然あろう

かと思います。きちっと予算組みしていた

だいて計上していただきたい。併せて、今

回当初１，１７５万円プラス５５０万円で、

この三つの制度の中身のそれぞれ項目ご

とに、どのくらいの件数を見ているのか数

字を教えていただきたい。 

 以上です。 

○三好義治委員長 財政について、交付税

決定額は、その基金残高と対比されて決定

されるかどうか、この点を聞かれていると

思うので、これに基づいて答弁していただ

きたい。 

 林主幹。 

○林財政課主幹 それでは、基金の関係と

交付税について答弁させていただきます。 

 交付税算定につきまして、基金の状況に

ついては算定されておりません。現在、地

方財政全体で、地方公共団体で一定基金の

増加が見込まれております。 

 それにつきましては、コロナ対策であっ

たり、災害対策のために基金を一定ためて

いる状況が、日本中全国で発生しておりま

す。 

 それにつきまして、財務省につきまして

は、一定地方に基金がたまっているという
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ところで、交付税財源を下げろという話が

あるのですが、一定総務省との折衝におい

ては、必要な財源となっておりますので、

そこを加味しないようにとしている状況

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 もう一点は、江草副理

事。 

○江草建設部副理事 当初予算につきま

しては、一定件数を想定して行っておりま

す。この予算案につきまして、今回、補正

いたしました５５０万円につきましては、

本年を含めまして３年間の平均で予算要

求されておりますので、件数計上では先ほ

どお答えさせていただいたとおり、住宅取

得で換算いたしますと１４件弱の予算の

補正の要求となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 最後にします。的確なご答

弁、ありがとうございました。 

 この３割自治という根元には、地方交付

税の原資が、いわゆる国税５税の約３割を

ばらまいて、９４％を普通交付税に、６％

置こうということで配分されています。そ

んな中でわざわざ通達を出して令和５年

度に動いてきています。そういう意図が、

国の財政関連にあるのかと思って、お尋ね

させていただきました。 

 よく分かりました。いろいろ来年に向け

てまた動きが、出てくると思います。ぜひ

財源確保の点で頑張っていただきたい。 

 ２点目、お聞きしたいのは数字的な問題

です。令和５年度の１，７２５万円、トー

タルでの内訳です。昨年度、住宅取得が２

６件、転居補助金が１２件、住宅利用も３

件ありました。この１，７２５万円の中身

が、３項目それぞれどのくらい見込んでい

るのか、見方も含めてお答えいただきたい。 

 以上です。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 これは予測になっ

てしまいますけど、今年度この補正で約１

４件上積みしておりますので、見込みとし

ましては、昨年度ベースでいきますと、住

宅取得約４０件分、リフォームが現在で１

件出ております。令和４年度の決算の住宅

取得部分にプラス１４件を含めたぐらい

の決算になるのではないかという見込み

をしております。 

 先ほど野口委員がおっしゃられたとお

り、令和５年度につきましては、住宅取得

を２６件に１４件を上積みした約４０件、

リフォームが３件程度、転居については十

二、三件程度出てくるのではないかという

見込みを行っておるところでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１７分 休憩） 

（午前１１時１８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第５９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１１時１９分 閉会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

 総務建設常任委員長 三好 義治 

 

 

 総務建設常任委員  村上 英明 


